
一般社団法人日本デフバドミントン協会 

理事会運営規程 

 

（目 的） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本デフバドミントン協会（以下「この法人」という。）

の理事会の運営について必要な事項を定める。 

（構成等） 

第２条 理事会は、すべての理事をもって構成し、法令に規定する事項及び定款で定めた

事項について決議する。 

（招 集） 

第３条 定款第３３条の規定にかかわらず、代表理事以外の理事は、理事会の目的である

事項を示して、理事会の招集を請求することができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、監事は、必要があると認める場合は、理事に対し、

理事会の招集を請求し、又は理事会を招集することができる。 

３ 前２項による請求があった場合は、代表理事は、前項の請求があった日から

５日以内に、その請求があった日から２週間以内を理事会の日とする理事会を招

集しなければならない。 

４ 全理事改選直後の理事会は、第１項の規定にかかわらず、各理事がこれを招

集することができる。 

（議 長） 

第４条 定款第３４条の規定にかかわらず、代表理事が欠席した場合又は理事全員改選直

後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。 

（出席状況の報告） 

第５条 議長は、開会を宣言した後、議事に入る前に理事の出席状況を理事会に報告しな

ければならない。 

（決 議） 

第６条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数

が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところに

よる。 

２ 前項前段の場合において、議長は理事として議決に加わることはできない。 

（決議の省略） 

第７条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提

案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により

同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったも

のとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 
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（改 廃） 

第８条 この規程の改廃は、理事会の決議により行う。 

 

附則 

この規程は、２０１８年４月２８日より施行する。 

 


